
平成２８年度通常総会開催

ぐんま
商工連

　群馬県商工会連合会では平成２８年５

月２０日(金)通常総会を開催しました。議

事に先立ち髙橋基治会長は、「平成２８

年４月に施行された群馬県小規模企業振

興条例には、支援団体が小規模企業の振

興に主体的に取り組む事が明記されてい

る。本会では、会員サービスの向上を図

るため、新たな改革構想“ぐんま商工会

2020”の策定に取り組んでおり、地域で

最も身近な小規模企業支援機関である商

工会に対する期待に応えて行きたいと考

えているので、支援をお願いしたい。」と

挨拶しました。
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平成２８年度
通常総会（続前葉）

県青連通常総会・リーダー研修会開催

　髙橋基治県連会長の
挨拶終了後、来賓を代
表して群馬県知事 大澤
正明様、群馬県信用保
証協会 会長 三澤益巳
様、群馬県経営者協会 
会長 児玉三郎様の３名より祝辞をいただき、総
会では商工貯蓄共済事業を含む平成２７年度
事業報告、収入支出決算が承認されました。
　総会終了後、髙橋基治会長が旭日単光章の
青山正敏元会長（笠懸町商工会）、群馬県総合
表彰受賞の田子文明会長（しぶかわ商工会）、
田中正侑会長（榛東村商工会）、関口好一会長
（みどり市商工会）に対してお祝いを贈呈しま
した。

　群馬県商工会青年部連合会（星野飛雄馬会
長）は、平成２８年度通常総会を５月１１日（水）
に渋川市伊香保町の塚越屋七兵衛で開催し、平
成２７年度事業報告、収支決算並びに平成２８年
度の事業計画、収支予算等の議案が審議され、
全議案が原案どおり可決されました。
　今年度の主な事業計画には、５回目となる商工
会青年部グルメグランプリの開催、経営セミナー
や各種研修会の開催、部員増強運動の促進など
が盛り込まれました。

　総会終了後の青年部リーダー研修会では、
「日本で一番大切にしたい会社」に掲載され
た、杉山フルーツの代表 杉山清先生より『今日
も行列が出来る杉山フルーツの経営哲学』と題
し、青年部員と同じ目線で講演を行い、昨今の
価格競争について異議を唱え、より価値を磨く
ことが大事であると会場の青年部員に向け提唱
され、盛況な研修会となりました。

受賞者（左より青山元会長、田子会長、田中会長、関口会長）

星野飛雄馬会長

リーダー研修会講師　杉山清氏
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県女性連通常総会・リーダー研修会開催
　群馬県商工会女性部連合会（遠藤秀子会長）
は平成２８年度通常総会を５月１６日（月）、県商
工連会館で開催しました。遠藤会長は冒頭のあい
さつで、「県下商工会女性部は、地域経済の担い
手として、経営支援事業を重点事業として取り組
んできた。平成２７年度事業を無事遂行できたの
も、一重に各商工会女性部長の皆様のお力添えあ
っての賜物である。」と述べました。総会は、平成
２７年度事業報告、収支決算並びに平成２８年度
の事業計画、収支予算等、上程された全議案が原
案通り可決されました。

　総会終了後、次の表彰が行われ、女性部員増強運
動表彰は、高山村、邑楽町、玉村町、高崎市箕郷、昭
和村の５商工会女性部が受賞しました。また、商工会
カード増強運動表彰は、下仁田町商工会女性部が受
賞しました。
　また、同日に開催された商工会女性部リーダー研
修会では、フリーアナウンサーの佐藤由美子氏を講師
に迎え、「もっと輝く女性に！人を惹きつける話し方」
をテーマに、相手の立場や目線に立ったコミュニケー
ションの図り方、実践を交えながら人を惹きつける心
地よい声の出し方やトレーニング方法などを学びまし
た。女性活躍推進法の施行を受け、女性部員は終始
興味を持って聞き入っており、大変盛況のうちに終了
となりました。

遠藤秀子会長

リーダー研修会講師　佐藤由美子氏

退職自衛官を雇用してみませんか！
多様なニーズに応えられるスペシャリスト

自衛官の退職年齢

退職自衛官の能力

退職自衛官の雇用をご検討される場合は、自衛隊群馬地方協力本部までご連絡いただければ幸いです。

自衛隊群馬地方協力本部 援護課
〒371-0805　群馬県前橋市南町3-64-12

TEL 027-221-4471(代) 　FAX 027-221-4473
ＵＲＬ http://www.mod.go.jp/pco/gunma/

自衛隊は、その精強性を維持する必要性から、自衛官の大半が若年定年制で５４
歳から５６歳に、また、任期制では多くが２０歳代の若さで退職します。

自衛隊では、数多くの隊員が勤務で培った強い責任感、階級に応じた指導力と実
行力、さらに職務ごとに身に付けた高い技術を退職後も様々な分野で発揮し、社
会に貢献できるよう、活躍の場を求めています。
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　去る4月22日、国による第3回経営発達支援計画の認定結果が公表され、県内では昨年11月に認定となった川場村
商工会、みなかみ町商工会に次いで、今回新たに前橋東部商工会、群馬伊勢崎商工会、沼田市東部商工会、高崎市新
町商工会、片品村商工会、昭和村商工会の6商工会が策定した「経営発達支援計画」が認定となりました。
　経営発達支援計画の概要と今回認定となりました6商工会の小規模事業者振興目標については以下のとおりです。

　国は小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計
画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するた
め、商工会及び商工会議所が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その
他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しまし
た。経営発達支援計画の認定を受けた商工会には、その事業の遂行に必要な経費の補助など、様々な国の支援策を
活用することが出来ます。

前橋東部商工会
小規模事業者の経営力向上、売上増加、販路拡大
等を目指した伴走型の支援を継続して実施するとと
もに、小規模事業者と農業者等との連携を発展さ
せ、地域内への「道の駅」のオープンに向け地域全
体を巻き込んだ６次産業化、地域ブランドの確立を
目指す。

新たに県内6商工会が
経営発達支援計画の認定を受けました！

経営発達支援計画とは

今回認定となった6商工会の小規模事業者振興目標

群馬伊勢崎商工会
当商工会は、「地域の支援現場における中核機関」
として、伊勢崎市、群馬県商工会連合会、伊勢崎商
工会議所、JA 佐波伊勢崎、地域金融機関、その他
支援機関等と連携し、経営課題の解決、販路拡大・
開拓等を通し小規模事業者の経営の安定・改善・
革新に向けた取組を支援するとともに、創業による
新規事業者の創出、世界文化遺産を活用した観光
開発に取り組むことを目的とする。

高崎市新町商工会
3.74km²というコンパクトな地域であることを「強み」
と考え、地区内を縦横無尽に走り回り、小規模事業
者の懐に飛び込む伴走型の支援を積極的に行う。
既存事業である「地域振興事業（お祭りや各種イベ
ント等）」を軸とし、「訪問による経営課題の解決」
「地域に密着した支援機関としての機能及び能力の
強化」を図り、各事業者の魅力を向上させることに
より販路拡大を図ることが目標となる。

昭和村商工会
経営発達支援事業の実施による小規模事業者の活
力アップと持続的発展を支援し、農村地域の特性を
活かした支援策により農商工連携・6次産業化によ
る地域経済活性化と元気な村づくりを実践する。

片品村商工会
群馬県商工会連合会、群馬県、片品村、日本政策金
融公庫、その他支援機関と連携して、小規模事業
者の経営力向上、販路開拓等の伴走型支援を実施
すると共に、新たな地域の特産品開発を通じて「観
光」と「農業」の連携を図り、地域ブランドの創出、
若者の雇用創造へ向けた観光革新を目指します。

沼田市東部商工会
小規模事業者の喫緊の課題である「売上の向上」
「利益の確保」に対応するため、これまでの経営改
善普及事業と地域振興事業を発展させ、地域の課
題を克服し、強みを伸ばす事業計画の策定とその着
実な遂行を以下の６つの目標により伴走型で支援し
ていきます。
(1) 地域資源を活用した6 次産業の推進
(2)「道の駅・白沢」を拠点とした観光による地域活
性化
(3) 中小企業施策普及の徹底
(4) 創業・第二創業・第三創業の推進
(5) 地域支援機関との連携
(6) 経営支援体制の強化

ぐんま商工連
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会社概要

　革新的な製品開発や創造的なサービスの提供を通じて、我が国産業の活力と国
際競争力の源となっている中小企業等の取り組みを国が選定する「がんばる中小企
業・小規模事業者300社2016」がこのほど発表され、板倉町商工会員の株式会社
あぶらや（代表取締役：延山知正氏）が受賞の栄に浴されました。本誌ではその取
組みをご紹介させていただきますので、ご参考下さい。

　当社は2006年10月に開店した「釜飯」がメインの京懐石料理専門店である。
メニューは地産地消の考えから、板倉町産または群馬県産の食材に拘っている。
自家園芸で、米・麦・大豆・野菜・果物を中心に年間通して各種生産し、そこで収
穫した安心で安全な旬の新鮮野菜と、肉、水、醤油など、自分自身が現地まで
行って見つけた厳選食材を使い、「お客様の沢山の笑顔溢れる幸せなひと時を
求めて、日々精進し進化し続ける」お店を目指し、感動できる料理を作り続けて
いる。

革新的な製品開発や創造的な
サービスの提供に関する取組の内容

食材に拘った釜飯と京懐石

分福釜飯

自家園芸でコシヒカリを収穫

企 業 基 本 情 報

地元食材を利用した料理のブランド化を推進
　群馬の米、野菜、牛肉、豚肉、きのこ、しょうゆ等、
地元の優れた美味しい食材の認知度を高め市場に浸
透・拡大を図るために、「冷凍釜飯・冷凍いなり寿司」
を開発する。商品開発は常に試食アンケートや、ビジ
ネス商談会を通してブラッシュアップを図っている。
また積極的に県、
商工会等が周知す
る物産展などのイ
ベントにも参加し、
板倉町産、群馬県
産の食材の消費拡
大、ブランド化を推
進している。

革新的な製品開発や創造的なサービスの
提供に関する取組のポイント

生産者との密な連携で高品質な食材を使用
　当社で開発した冷凍「分福釜飯」「雷電いなり寿司」
は、添加物やアルコールなどの化学薬品は一切使用し
ていない日本初の商品である。特に使用する食材に
は拘っており、米は自家園芸にて栽培した減農薬コシ
ヒカリを使い、野菜は季節に合わせた旬のものを自
家園芸から使う分だけ採ってくる「今採り」で提供、醤
油は昔ながらの手
作りで製造してい
る群馬県前橋市の
「粕川しょうゆ」を
使用し、オール群馬
県産の食材を使っ
た商品を、全国の
食卓に届けられる
よう努めている。独自の調理技術開発により出来立ての料理

を全国に展開
　豊富な冷凍技術を保有している企業の協働により
冷凍釜飯・いなり寿司のレシピを開発した。食材の細
胞壁の破壊が抑制されドリップが発生しない特殊冷
凍機により、調理後直ちに熱いまま冷凍し、新鮮な状
態で長期間保存、解凍時に旨みが抜けず出来立てと
同等の状態で喫食することが可能となった。また、当
社の釜飯は単なる炊込みご飯ではなく、一釜一釜直
火で炊き上げ「おこげ」のある風味豊かな釜飯で、他
社では模倣不可能な商品である。

所 在 地
電話/FAX
U R L
代 表 者

設 立
資 本 金
従 業 員 数

群馬県邑楽郡板倉町内蔵新田126-4
0276-82-0699/0276-55-0504
http://aburaya.chiharuya.com
代表取締役
延山　知正
2006年
500万円
20人
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　６月３日(金)前橋テルサにて「商工会青年女性経営者の主張大会」が開催されました。
この主張大会は青年部・女性部活動を発表することにより、さらなる活動の充実と向上を目的として
おり、今年で４７回を数えます。
　発表者は１０分間の持ち時間で、日々の青年部・女性部の内容やそれを通して得られた経験、苦
難、地域振興にかける思いについて発表しました。
　主張大会の結果は、１位に石橋一紘さん（前橋東部）２位には西澤由美子さん（昭和村）３位には
宇野将之さん（みなかみ町）と齋藤みち子さん（しぶかわ）がそれぞれ入賞されました。青年部を代
表して石橋一紘さんが、女性部を代表して西澤由美子さんが、群馬県代表として関東ブロック主張
大会に出場します。

　１位となった石橋さんは、前橋東部商工会
青年部活動を通して、赤城南面千本桜まつり
に代表される地域のイベントの運営に参加す
ることで主体性が身に付いたこと、人とのつな
がりを生みだす商工会青年部の活動を通し、
地域に関心を持ち貢献できることで、地域の
一員となれたと発表しました。
　また、主張大会終了後には株式会社ノウハ

ウバンク代表取締役三科公孝氏を講師に迎え、「地域振興を成功させるノウハウと青年部、女性部
による地域振興事例」と題し青年部女性部合同研修会を開催しました。
　三科氏からは、成功した地域振興事例として、自らが携わった具体的な成功事例を紹介いただ
き、成功のポイントについて、商品開発からチャネル開発、販売までの流れといった「スケジューリン
グ」や、メディアを活用した「話題性の喚起」、役割を果たす「人集め」、「ゴールと目的の共有・明確
化」が重要であると講演をいただきました。

平成２８年度商工会青年部女性部合同研修会
第４７回商工会青年女性経営者の主張大会開催

主張大会の発表者は以下のとおり
発表順・敬称略

①山本　和文
②瀬谷　真志
③高野　靖子
④鈴木　達理
⑤宇野　将之
⑥齋藤　みち子

太田市新田商工会青年部
桐生市新里商工会青年部
笠懸町商工会女性部
高崎市新町商工会青年部
みなかみ町商工会青年部
しぶかわ商工会女性部

⑦石橋　一紘
⑧後藤　英樹
⑨始澤　修子
⑩松村　忠男
⑪中村　知仁
⑫西澤　由美子

前橋東部商工会青年部
高山村商工会青年部
明和町商工会女性部
吉岡町商工会青年部
神流町商工会青年部
昭和村商工会女性部

ぐんま商工連
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平成28年度 創業・経営支援の取組みについて

土日創業・経営相談窓口

　群馬県商工会連合会では、県内43商工会にご加入の会員事業所や未来の商工会員となり得る創業希望者の方
に対して、これまで以上の経営サポートを提供し、真に必要とされる組織の構築を目指しております。今回は、今年
5月に開設いたしました『土日創業・経営相談窓口』と7月よりスタートいたします『ぐんま創業支援塾』についてご
紹介いたします。

　平日は勤務や事業の都合で時間がとれない会員の方や創業
希望者の相談ニーズに応えるために、群馬県商工会連合会経営
支援課内に「土日　創業・経営相談窓口」を開設いたしました。
　ご相談には経営・創業支援の専門家（中小企業診断士）が、皆
様のお悩みに無料でお答えしております。
●売上が減少しており、経営が苦しい。
●既に銀行から借り入れている借金の返済が厳しい。
●新規客の獲得方法についてアドバイスを受けたい。
など、経営に関するあらゆるご相談に応じます。
　まずはお気軽にお電話でご相談下さい！

群馬県商工会連合会　経営支援課
☎027-231-9779
日時　毎週　土曜日・日曜日 9:00～17:00
　　　※祝日・年末年始は除きます。
★詳細は群馬県商工会連合会のHPにてご確認下さい。

■ご相談窓口

ぐんま創業支援塾

　「ぐんま創業支援塾」は4日間の講義を通して、創業や経営に
必要なビジネスの実践的な知識（「プラン作成」・「経営」・「財
務」・「人材育成」・「販路開拓」など）について学ぶ少人数形式
のセミナーです。独立・創業をしてアイディアの実現や夢を叶え
たいとお考えの方、創業して間もないが新たな視点で未来を拓
こうとお思いの方などのご参加をお待ちいたします。

＜日程・会場等＞県内4会場にて開催します！
●吾妻会場（中之条町商工会館）
　　日程 : 7/3・7/17・8/7・8/21
●桐生・みどり会場（みどり市商工会館）
　　日程 : 7/10・7/24・8/7・8/28
●西部・西南会場（安中市商工会館）
　　日程 : 10/2・10/16・11/6・11/20
●東部会場（邑楽町共同福祉施設）
　　日程 : 10/9・10/23・11/13・11/27
　　 ※時間は各日とも13:30～16:30（各会場共通）
　　 ※受講料無料（但し各会場とも定員20名先着締切）
　　 お申込み・お問い合わせは連合会または各商工会まで

第483号
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【自己紹介】

氏　　名

資　　格

専門分野

菅田　洋之
中小企業診断士

マーケティング　加工食品の新商品開発支援

すげ た ひろ ゆき
キーポイント

経営columnコ　　　ラ　　　ム

32

コラムに記載の内容、およびそれ以外中小企業経営に関
してのご相談、ご質問がございましたら、お気軽にお問合
わせ下さい。

お問合わせ先：群馬県商工会連合会経営支援課
TEL：027-231-9779

躍進する企業には新商品開発がある

（１）概要

　戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）は、デ

ザイン開発、精密加工等の特定ものづくり基盤技術（12

分野※1）の向上につながる研究開発、その試作等の取

組を支援することを目的としています。対象事業は中小

ものづくり高度化法の認定を取得した研究計画で、特に

中小企業・小規模事業者が大学、公設試等の研究機関等

と連携して行う、製品化につながる可能性の高い研究・

開発及び販路開拓への取組を一貫して支援します。申請

から交付決定までの流れは以下の通りとなります。

（２）支援内容

①補助事業期間

　補助事業期間は2年度又は3年度となります。

②補助金額

　補助金額(上限額)：平成28年度(平成29年3月31日

まで)に行う研究開発等に要する補助金額の合計が、

4,500万円以下。

  ⅰ．大学・公設試等(補助率：定額 補助金額の合計のう

ち、1，500万円を上限)

（３）応募対象者

①法の認定（※2）を受けたものづくり中小企業・小規模

事業者を含み、事業管理機関、研究等実施機関、総括研

究代表者(PL)、副総括研究代表者(SL)、アドバイザーに

よって構成される共同体を基本とします。

②共同体の構成員には、法認定申請を行い、認定を受け

た「申請者」と「共同申請者」(以下「法認定事業者」)及び

協力者を全て含む必要があります。

③この事業への応募者は、事業管理機関です。事業管理

機関は、研究開発計画の運営管理、共同体構成員相互の

調整を行うとともに、事業管理及び研究開発成果の普及

等を主体的に行う者です。

④本事業への応募にあたっては、総括研究代表者（ＰＬ）

は、事前に「ｅ－Ｒａｄ(府省共通研究開発管理システム)」

へ「研究機関の登録」及び「研究者の登録」が必要となり

ます。登録手続きに相当の日数を要する場合があります

ので、できる限り早い段階で余裕をもって登録手続きを

行ってください。

※2　法の認定：この事業の応募対象は、中小ものづくり高

度化法第3条に基づき経済産業大臣が定める「特定ものづく

り基盤技術高度化指針」に沿って策定され、平成26年2月10

日以降に法第4条の認定(法第5条の変更認定を含む。)を受

けた特定研究開発等計画を基本とした研究開発等の事業に

なります。

　ⅱ．中小企業・小規模事業者等 (補助率：2／3以内)

※2年度目以降は、原則として次のとおり交付申請できるも

のとします。

今回の躍進する企業には新商品開発があるでは、「サポイン事業」について説明させていただきます。

1．戦略的基盤技術高度化支援事業
　（サポーティングインダストリー）

※1　12分野は以下の通りです。

デザイン開発に係る技術

製造環境に係る技術

表面処理に係る技術

材料製造プロセスに係る技術

情報処理に係る技術

接合・実装にかかる技術

機械制御に係る技術

バイオに係る技術

精密加工に係る技術

立体造形に係る技術

複合・新機能材料に係る技術

測定計測に係る技術

年度

2年度目

3年度目

補助金交付申請額

初年度の補助金交付決定額の2/3以内(定額：1,000万円以内)

初年度の補助金交付決定額の半額以内(定額：750万円以内)

①公募

（例）

②提供申請 ③採択 ④交付申請
　交付決定

経済産業省（経済産業局等）

共同体

認定を受けた
中小企業者

川下製造業者等

中小企業・
小規模事業者 大学・公設試等

次回の「躍進する企業には新商品開発がある」では、
特定研究開発等計画の認定について説明させていただきます。

ぐんま商工連
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